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高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置計画等の変更認可について 

（お知らせ） 

原子力機構は、高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の廃止

措置計画について、２０２４年１０月１１日、原子炉等規制法＊1に基づき、原子

力規制委員会に変更認可申請（２０２５年２月２０日一部補正）を行い、２０２

５年３月１８日付けで原子力規制委員会より認可をいただき、本日、認可証を受

領しましたのでお知らせいたします。 

また、「もんじゅ」の廃止措置計画の変更認可申請に伴い、２０２４年１０月

１１日、原子炉等規制法＊2に基づき、原子力規制委員会に提出していた「もんじ

ゅ」の原子炉施設保安規定の変更認可申請（２０２５年２月２０日一部補正）に

ついても、２０２５年３月１８日付けで原子力規制委員会より認可をいただき、

本日、認可証を受領しましたのでお知らせいたします。 

＊1：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の３４第３項にお

いて準用する同法第１２条の６第３項 

＊2：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項 

(添付資料) 

「もんじゅ」廃止措置計画変更認可の概要について 

以 上 



炉外燃料
貯蔵槽

（EVST）

「もんじゅ」廃止措置計画変更認可の概要について

2024年10月11日に廃止措置計画変更認可申請を行い（2025年２月20日一部補正）、2025年３月18日付けで認可を受け、
2025年3月19日に認可証を受領した。
［廃止措置計画の主な変更内容］

以下の(１)～(３)の作業を反映するとともに、燃料池の強制冷却不要に伴い性能維持施設の水中燃料貯蔵設備のうち冷却に係る機能を除外
（１）ナトリウムの搬出について、①非放射性ナトリウムの抜出し前の準備作業を追加、②搬出方法等について具体化
（２）２次メンテナンス冷却系(非管理区域)の解体撤去を追加し、これを通じて、２次主冷却系の解体に向けた解体技術の実証・確認を実施
（３）水・蒸気系等発電設備の解体撤去の進捗に伴い、ディーゼル発電機Ｃ号機の解体撤去を追加

現在認可されている廃止措置計画
現在認可されている廃止措置計画のうち、今後の変更認可申請で具体化する工程
今回認可

＊：放射性ナトリウムの搬出は検討を引き続き行い、
次回以降の廃止措置計画変更認可申請で具体化
予定
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１次系配管と２次系のナトリウムを抜き取り保管中

【抜出方法】
準備作業として、既設のナトリウム配管に輸送用タンクへの接続配管等を追加し、ナトリウム抜出し用の系統を構築
 2次系の既設タンクに固化状態で保管しているナトリウムを既設ヒータにて溶融し、電磁ポンプおよび抜出し用系統を用いて、

輸送用タンクへ抜き出し、冷却設備により固化
【搬出方法】
輸送用タンクは、サイト内に新設する屋内貯蔵所に移送・一時的に保管し、英国への輸送準備が整ったものから

順次サイト外へ搬出
【安全対策】
万が一のナトリウム漏えいに備え、既存の漏えい対策設備とともに、抜出し用の系統に漏えい検知器やナトリウム受け、

緊急停止設備等の安全対策を実施

①ナトリウムの搬出関係（非放射性ナトリウムの抜出し前の準備作業、搬出方法等）

２

【非放射性ナトリウムの抜出から搬出の流れ】

既設タンク

輸送用
タンク

既設タンク

輸送用
タンク

非管理区域

既設の配管及び新設
する配管を介して輸送
用タンクにナトリウムを
抜き出し固化

＜凡例＞

輸送用
タンク

屋内貯蔵所で
一時保管

英国へ搬出

：新設配管
：既設配管

：電磁ポンプ

：ライナ、受けマス

：火災報知器

：漏えい検出器
（接触型、温度検知型）

：ナトレックス消火器
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【２次メンテナンス冷却系の現在の状態】
系統内のナトリウムは抜き取り済みであり、残るナトリウム（残留ナトリウム）も配管や機器表面に薄く付着する程度で非常に少ない。

【解体方法】
解体範囲は非管理区域であり、大洗研究所等で実績のある炭酸塩化法（右下）を用いて残留ナトリウムの安定化処理を行った後、

バンドソー等を用いて機器・配管の切断分解を実施予定

少量の水蒸気を含む湿り炭酸ガス
（または炭酸ガスと不活性ガスとの
混合ガス）を注入することで、ナトリ
ウムを安定な化合物である炭酸塩に
変化させるナトリウムの処理方法。

②2次メンテナンス冷却系の解体撤去

大洗での炭酸塩化処理後の機器内部
のナトリウム炭酸塩の付着の様子

【 炭酸塩化法 】

空気冷却器
2.6m(W)
×3.9m(D)
×3.3m(H)

中間熱交換器

＜ 2次メンテナンス冷却系の概略断面図 ＞

３

伝熱管内を流れる２
次ナトリウムの熱を空
気冷却により除熱

配管・弁
(外径11.4cm
程度)

解体範囲

・メンテナンス冷却系は、プラントのメンテナンス時、主冷却
系に代わり炉心内で発生した熱を除去するための設備

・1次系と2次系からなり、熱は空気冷却器により大気中
に放散

２次系のうち、２次メンテナンス冷却系と類似構成の範囲は炭酸塩化法の適用を検討しており、解体を通じて、
ナトリウム機器の解体技術の実証・確認を行い、今後、２次主冷却系の解体に反映。

ポンプ

蒸気発生器 過熱器

中間熱
交換器

空気冷却器

電磁ポンプ

空気
冷却
器

中間熱
交換器

空気冷却器ポンプ

「もんじゅ」廃止措置計画変更認可の概要について



③水・蒸気系等発電設備の解体撤去

＜ 追加で解体撤去するディーゼル発電機C号機 ＞

 タービン建物3階以下に設置されているタービン発電機、復水器、
給水加熱器等について、2023年度より解体撤去に着手。

 今般、供用が終了したディーゼル発電機Ｃ号機を解体対象とし
て追加。

 燃料池の冷却を停止し燃料池の水温測定を実施した結果、環境条
件を考慮しても燃料池水温は保安規定で定める施設運用上の基準
である65℃を超えないことを確認。

 燃料池の強制冷却は不要と判断し、性能維持施設である水中燃料
貯蔵設備のうち燃料池の浄化機能のみとし、水冷却機能を除外。

高圧第1、2給水加熱器（解体前） 高圧第1、2給水加熱器（解体後）

＜ 水・蒸気系等発電設備の解体撤去の進捗状況（参考） ＞

④燃料池の強制冷却不要に伴う冷却に係る機能の除外

ディーゼル
発電機

燃料池燃料池水
循環ポンプ

取水口放水口

G

原子炉補機冷
却水熱交換器

燃料池水熱交換器浄化
設備

浄化機能のみに
変更

原子炉補機冷却水系
性能維持施設か
ら除外

原子炉補機冷却海水系

水中燃料貯蔵設備

性能維持施設
から除外

原子炉補機
冷却水ポンプ

原子炉補機冷
却海水ポンプ

他冷却
設備

他冷却
設備
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